
オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業

事業目的・背景・課題

事業内容 事業イメージ

○オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けて、住民を含めた
地域の関係者による協議の場の設置、協議に基づく計画策定や
取組に対する包括的な支援を実施。

①地方公共団体が中心となった、地域と連携した先駆モデル
の創出

〇 国内外の観光需要が急速に回復し多くの観光地が賑わいを取り戻す中、観光客が集中する一部の地域や時間帯等によっ
ては、過度の混雑やマナー違反による地域住民の生活への影響や、旅行者の満足度の低下への懸念も生じている状況で
あり、適切な対処が必要。

〇 観光客の受け入れと住民の生活の質の確保を両立しつつ、持続可能な観光地域づくりを実現するには、地域自身がある
べき姿を描いて、地域の実情に応じた具体策を講じることが有効であり、こうした取組に対し総合的な支援を行う。

ゴミ対策

パークアンドライドの実施

②地域の観光関係者が連携して実施するオーバーツーリズム
の未然防止・抑制のための面的な取組
（民間事業者等が主体となる場合、地方公共団体との連携が必須）

看板・デジタルサイネージの設置

お問い合わせ先：観光庁 外客受入参事官室 電話：03-5253-8972

交通の対応力強化

・事業形態：①②ともに間接補助事業
①補助上限 8,000万円（補助率2/3）
②補助上限 5,000万円（補助率1/2）

・補助対象：国→民間事業者（事務局）
→①地方公共団体
→②地方公共団体、DMO、民間事業者等

事業スキーム

※①・②ともに、取組の段階においては、地域における受入環境の整備・増強、需要の適切な
管理、 需要の分散・平準化、マナー違反行為の防止・抑制、地域住民と協働した観光振
興の取組を対象とする。

手ぶら観光

地域における協議

【受入環境の整備・増強】

【需要の適切な管理】 【需要の分散・平準化】

【マナー違反行為の防止・抑制】 【地域住民と協働した観光振興】

混雑状況の可視化
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